日立市TDM施策等検討調査業務　公募型プロポーザル特記仕様書

１　委託業務名　日立市TDM施策等検討調査業務

２　業務の目的
本業務は、渋滞緩和と移動利便性向上を両立する都市交通体系を構築するため、公共交通の再構築および交通需要マネジメント（TDM）を一体的に検討することを目的とする。
そのため、高い専門性と豊富な経験等を有する事業者に策定支援を委託し、策定に係る業務を円滑に遂行する。

３　委託期間
[bookmark: _GoBack]　　業務委託契約の日から令和９年２月26日（金）まで
(1)　日立市が日立製作所と推進している「共創プロジェクト」の一環である「公共交通のスマート化」の取組と連携し、デジタル技術を活用した検討とすること。　
(2)　本業務が、他自治体の横展開モデルとなるよう、実績報告においては、データ活用及び分析の方法についてのマニュアル化を行うこと。

４　基本条件
(1)　日立市は、日立製作所と連携して「共創プロジェクト」を推進しており、本検討は、「公共交通のスマート化」の取り組みの一環である。令和7年度に、交通データの取得及び簡易分析を実施しており、本検討は、簡易分析結果を踏まえた仮説の立案、仮説に基づく本分析及び効果の検証を行う。
また、検討にあたっては、他のテーマである「グリーン産業都市」、「デジタル健康医療介護」の取組と連携を図るものとする。なお、データ貸与、可視化及び効果の検証においては、日立製作所の協力を得ることができる。
(2)　日立市は、「茨城県移動性・安全性向上会議」と連携しており、当該会議で出された方針及び知見を踏まえるものとする。

５　業務内容
(1)　本市の交通状況の可視化
既存の統計データ等から本市の人口推移、地区別人口、人口分布、生活関連施設等の立地状況、人の移動状況、道路交通状況、交通分担率、公共交通ネットワーク、渋滞発生状況等を整理し、日立製作所との連携により可視化する。
(2)　公共交通の再構築
ア　公共交通の現況整理・分析
本市及び交通事業者等からの提供データ等を基に、公共交通の運行状況・利用状況・収支状況等を整理・分析する。必要に応じて関係者へのヒアリング等を実施する。

イ　将来に向けた公共交通の在り方の調査研究
路線バス、乗合タクシーなどの路線種別・山側住宅団地や北部地区などエリア別の公共交通ネットワークの方向性を、全国各地の公共交通の運営方法や市内公共交通の運行状況等を調査分析し、本市にとって最適な運営手法等を比較検討する。
特に、高鈴台団地、山の神団地、青葉台団地、堂平団地、中丸団地、塙山団地、田尻団地の７地域では、バス路線縮小時の地域特性に応じた新たな移動手段（代替交通による補完手段）を検討するため、これまで同地区で検討を行ってきた株式会社日立製作所との連携によりワークショップ等を行う。
ウ　公共交通の再構築
全国各地の公共交通の行政支援及び市内公共交通の支援状況等を調査分析し、安定的に運営するための仕組み・方策、運転士不足・人口減少を見据えたバス路線の維持・確保などについて、本市の状況として最も効果的な支援方法を検討する。
(3)　交通需要マネジメント施策検討
ア　日立市の交通渋滞状況課題の整理・可視化
データ分析による渋滞損失時間の推計、時間帯別旅行速度マップ、ボトルネック交差点の特定など渋滞要因を分析する。
イ　交通需要マネジメント（ＴＤＭ）設計
全国のＴＤＭ施策の事例や本市における過去の実施課題を踏まえ、以下の基本方針に基づき本市の状況として最も効果的かつ持続可能性を備えたＴＤＭ施策を設計し、その効果をシミュレーションする。
（基本方針）
以下の視点を踏まえ、ＴＤＭの基本戦略を設計する。
・　自動車依存からの段階的転換
・　公共交通の利用促進に係る行動変容策
・　公共交通機関利用環境等の整備・利便性の高い乗継拠点の設定
・　自動車利用の最適化（相乗り、時差出勤等）
ウ　社会実験計画の立案
令和９年度以降に実施する社会実験計画の設計を行う。
(4)　第三者検討会議の運営補助
本業務の検討過程において、専門的知見の導入、合意形成の円滑化および透明性の確保を図るため、第三者による検討会議の運営を補助する。
ア　会議の役割（分析妥当性、案の評価、社会実験設計等の助言・評価）
イ　開催回数（年４～５回程度）
ウ　受託者の業務内容（スケジュール調整、議事資料作成等）
エ 委員報酬の取扱い（委託料に含む、単価は日立市基準で調整）
オ 透明性の確保（議事録・資料の公開・周知の編集支援等）

(5)　報告書とりまとめ
　　本業務の成果を報告書にとりまとめる。

６　打合せ協議
　　業務の打ち合わせは５回以上とし、第１回及び成果品納入時の打ち合わせ時には管理者が出席するものとする。

７　成果物と受領・検収
　　業務完了後、速やかに以下の書類等を提出する。
 (1)　報告書				３部
 (2)　電子データ一式（ＤＶＤ）		１セット
 (3)　その他発注者が必要と認めるもの

８　履行条件
 (1)　本特記仕様書は、茨城県設計業務等共通仕様書を補完する。
(2)　受注者は、業務の円滑な推進を図るために、業務を推進する上で豊富な経験、知識を有した技術者を配置し執行体制を充実させること。
(3)　委託期間中は、随時、発注者と業務の進め方の協議、進捗状況の報告、資料等の確認を行うとともに、定期的に担当者と打合せを実施する。
(4)　本業務における成果品及びデータ等を含むあらゆる制作物の所有権は発注者に帰属する。ただし、受注者が本業務外で開発したシミュレーションソフト等の著作権は除く。
(5)　本仕様書に記載のない事項及び内容に関し疑義が生じた場合は、その都度速やかに発注者と協議を行い、その指示に従うこと。

